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・管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体

的な立場にある人を指します。 

✓会社（使用者）から指名してはいけません

正社員、契約社員、パート、アルバイトだけでなく管理監督者、出向者も含めた当該事業場の全ての労働者

の過半数を代表している必要があります。 

労働基準法第 41 条第 2号に該当する管理監督者でないこと 

法に規定する協定を締結するために過半数代表者を選ぶことを明らかにした上で投票、挙手等

による手続きにより選ぶこと 
・投票、挙手等の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選出を指示し

ていることが明確になる民主的な手続きが該当します。 

・回覧やメールによる選出も、労使協定の締結などを行う者を選出することを明らかにして実施し、その

実施が民主的な手続きによる方法で選ばれていれば問題ありません。 

 

この場合は、改めて協定の当事者となることの信

任を得る必要があります。 

 

✓管理監督者は労働者代表にはなれません

✓人事・労務担当者でも労働者代表になることはできます

✓適切に選ばれていれば、毎年（毎回）同じ人でも問題はありません

✓営業所や支店など、事業所ごとにその事業所の労働者の中から選ばなければなりません

✓協定締結後に労働者代表が異動や退職をしてしまっても、労使協定は無効にはなりません

 管理監督者に該当する可能性のある人は避けて代表者を選びましょう！ 

 
 

 

 
● 特定個人情報及び個人情報の取扱いについて 

当事務所では、特定個人情報及び個人情報の取扱いについて、ガイドラインに沿って行っております。 

特定個人情報の授受は、対面、電話、パスワード付き添付ファイルでのメール、記録付き郵便に限らせていた

だいております。 

 また、個人情報の取扱いに於いても、特定個人情報に準ずる方法でお願い致します。 

 

●入社連絡票等について 
 事務手続きの誤り削減、業務効率化の為、入社連絡票等の利用をお願いさせていただいております。 

確認必要事項が１枚で網羅されている為、企業の皆様にとっても合理的に事務処理を進めることができますの

で、ぜひご利用ください。 

 

●労働保険料の納期限 
１期分の保険料は、７月１０日水曜日までに納付願います。 

また、口座振替の場合には、９月６日金曜日になります。 

                                

●算定基礎届 
４月５月６月に支払われた給与をもとに、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の見直しを行っていま

す。賃金台帳、出勤簿の確認が必要となりますので、ご協力をお願い致します。 
 

●賞与支払届 
 賞与を支給した場合には、年金事務所への届出が必要です。 

 将来受給する年金額の計算の基礎となるものです。適切な処理をお願い致します。 

  

●衛生管理者受験講座の希望について 
 令和 6年 11月９日土曜日に、白鴎大学で出張特別試験が行われます。 

その試験に向けて、衛生管理者受験講座を希望される方が一定数いる場合には、受験講座を開催したいと思っ

ております。ご希望の場合には、当事務所へ連絡願います。 

（受験講座を受講しただけでは、合格することはできません。受講の上、受験者ご本人様が熱心に勉強してい

ただくことが必要となります。） 

 

●障害者を雇用する上で必要な３つの手続きについて 
 ①常時雇用する障害者が５人以上の事業所では、障害者の実人員が５人以上となってから３か月以内に、職

場内で障害者の職業生活全般の相談に乗る「障害者職業生活相談員」を選任する必要があります。 

 ②障害者の雇用義務のある事業主（40.0 人以上の民間企業等）は、企業内で障害者雇用の取組体制を整備す

る「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。 

 ③障害者を解雇する場合、障害者の再就職は一般の求職者と比べて困難であるとされているため、全ての事

業主は、ハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。 

  ※週所定労働時間２０時間未満の常時雇用する障害者を解雇する場合も、届出が必要です。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪筆者：山本≫ 


